
求人内容 

職  種 児童厚生員および児童厚生員補助員 

採用人数 １３名程度 

年  齢 不問 

就業場所 

① 八幡子どもセンター      近江八幡市八幡町３７番地１ 

② 八幡西子どもセンター     近江八幡市大森町４１番地１ 

③ 八幡東子どもセンター     近江八幡市末広町３２０番地２ 

④ 子育て支援センタークレヨン 近江八幡市加茂町１５２４番地４ 

⑤ 安土子育て支援センター   近江八幡市安土町上出 908 番地 1 

（安土町総合支所内） 

の５ヶ所のうちいずれか 

※公務に伴う移動は私有車等、ご自身の交通手段となります。 

（条例により旅費を支給する場合があります。） 

雇用期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

必要な資格 

以下のいずれかに該当すること 

１）都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その

他の養成施設を卒業している 

２）保育士資格または社会福祉士資格を有する 

３）高等学校卒業・中等教育学校卒業・高等学校卒業程度認定試験合格

またはこれと同等以上の資格を有し、２年以上児童福祉事業に従事し

ている 

４）教員免許（幼・小・中・高・中等教育学校）を有する 

５）大学において心理学・教育学・社会学・芸術学・体育学を専攻してい

る 

※児童厚生員補助員について資格要件はありません。 

 

その他、ＰＣで簡単な文章、表作成ができること 

仕事の内容 子ども・子育て支援事業における遊びの指導、相談等 

就業時間 
８：３０～１７：１５の内、７時間４５分勤務（応相談） 

（１日４時間以上かつ月８日以上勤務出来るもの） 

休憩時間 ６０分間 

休  日 
① ② ③ 日・月曜日、祝日  ④⑤土・日曜日・祝日 

① ～⑤年末年始および夏季特別休暇 

賃金形態 定額（日額計算の月額払い） 

基 本 給 
基準額 日額 10,083 円～12,029 円（１８日／月勤務）  

雇用期間中２１５日勤務（勤務日数、勤務時間は応相談） 

通勤手当 

通勤手当は本市会計年度任用職員給与等の条例により、自動車・バイ

ク・交通機関利用者のうち、通勤距離片道２ｋｍ以上の者を対象とし、

通勤距離と通勤回数に応じて支給（月１８回勤務の場合の上限 33,171 円） 

駐車場使用料５１０円／月 

賃金締切日 月末 

賃金支払日 翌月１３日 



昇  給 なし 

賞  与 年２回 在職期間に応じて支給 

退職手当 なし 

社会保険 社会保険、雇用保険加入（労災適用） 

応募締切 令和８年２月１０日（火）１６時４５分 

選考方法 作文・面接 

選考日時 令和８年２月１５日（日） 

選考場所 近江八幡市役所 本庁３階 特別会議室１・２ 

提出書類 履歴書及び資格が証明できるもの（選考試験日持参） 

 


